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例

　

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
四
号

　
　
　

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
分
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
保
健
所
」
を
「
医
師
及
び
保
健
所
」
に
改
め
、
「
医
師
及
び
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

　

規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
師
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得
た

　

と
き
に
限
り
、
改
正
後
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
に
定
め
る
年
齢
を
定
年
と
す
る
も
の
と

　

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
五
号

　
　
　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
項
中
「
公
益

財
団
法
人
大
分
県
体
育
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
大
分
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
県
税
関
係
証
明
事
務
の
項
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
の
二
十
」
に
改
め
、
同
表
の
家

畜
人
工
授
精
関
係
事
務
の
項
中

「

家
畜
人
工
授
精
所

開
設
許
可
申
請
手

数
料

一　

件

五
、
七
〇
〇
円

」
を

「

家
畜
人
工
授
精
所

開
設
許
可
申
請
手

数
料

一　

件

五
、
七
〇
〇
円

に

家
畜
人
工
授
精
所

開
設
許
可
証
書
換

え
交
付
手
数
料

一　

件

一
、
七
〇
〇
円

家
畜
人
工
授
精
所

開
設
許
可
証
再
交

付
手
数
料

一　

件

一
、
七
〇
〇
円

」

改
め
る
。
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二
月
十
八
日

大
分
県
報
号
外

二

（
条
例
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
六
号

　
　
　

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
条
中
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第

二
十
五
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
」
を
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

森
林
環
境
の
保
全
の
た
め
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
七
号

　
　
　

森
林
環
境
の
保
全
の
た
め
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

森
林
環
境
の
保
全
の
た
め
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
若

し
く
は
各
連
結
事
業
年
度
」
を
削
り
、
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三

号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
若
し
く
は
各
連

結
事
業
年
度
」
を
削
り
、
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
八
号

　
　
　

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
分
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
の
市
町
村
の
欄
中
「
中
津
市
」
の
下
に
「
、
日
田
市
」
を
、
「
津
久
見
市
」
の

下
に
「
、
竹
田
市
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
九
号

　
　
　

大
分
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例

目
次
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損
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等
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等
（
第
十
三
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第
十
五
条
）

　

附
則

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
し
、
県
、
自
転
車
利
用
者
、
県
民
、

　

事
業
者
及
び
交
通
安
全
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の

　

促
進
に
関
す
る
施
策
等
及
び
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ

　

り
、
自
転
車
の
利
用
に
係
る
交
通
事
故
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
が
安
全
に
安

　

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ



令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
報
号
外

三

（
条
例
）

　

る
。

　

一　

自
転
車　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定

　
　

す
る
自
転
車
を
い
う
。

　

二　

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等　

自
転
車
の
運
行
に
よ
っ
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
が
害
さ
れ
た
場

　
　

合
に
お
け
る
損
害
賠
償
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
又
は
共
済
を
い
う
。

　

三　

事
業
者　

事
業
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。

　

四　

自
転
車
利
用
事
業
者　

事
業
活
動
に
お
い
て
自
転
車
を
利
用
す
る
事
業
者
を
い
う
。

　

五　

自
転
車
貸
付
事
業
者　

自
転
車
の
貸
付
け
を
業
と
す
る
事
業
者
を
い
う
。

　

六　

自
転
車
小
売
等
事
業
者　

自
転
車
の
小
売
又
は
整
備
を
業
と
す
る
事
業
者
を
い
う
。

　

七　

交
通
安
全
団
体　

交
通
安
全
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。

　

八　

学
校　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学

　
　

校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四

　
　

条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
並
び
に
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。

　

九　

保
護
者　

親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、
未
成
年
者
を
現
に
監
護
す
る
も
の
を

　
　

い
う
。

　

（
県
の
責
務
）

第
三
条　

県
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す

　

る
責
務
を
有
す
る
。

　

（
自
転
車
利
用
者
の
責
務
）

第
四
条　

自
転
車
利
用
者
は
、
自
転
車
が
車
両
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を

　

い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
関
係
法
令
に
規
定
す
る
事
項
を
遵
守
す

　

る
と
と
も
に
、
自
転
車
を
安
全
で
適
正
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

夜
間
、
道
路
を
通
行
す
る
と
き
は
、
前
照
灯
を
点
灯
す
る
と
と
も
に
、
尾
灯
を
点
灯
し
、
又
は
そ
れ

　
　

に
代
わ
る
物
と
し
て
関
係
法
令
に
定
め
る
反
射
器
材
を
備
え
る
こ
と
。

　

二　

酒
気
を
帯
び
て
運
転
し
な
い
こ
と
。

　

三　

自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル
、
ブ
レ
ー
キ
そ
の
他
の
装
置
を
確
実
に
操
作
し
、
か
つ
、
道
路
、
交
通
及
び
当

　
　

該
自
転
車
の
状
況
に
応
じ
、
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
速
度
及
び
方
法
で
運
転
す
る
こ
と
。

　

四　

傘
を
差
し
、
物
を
担
ぎ
、
物
を
持
つ
等
、
視
野
を
妨
げ
、
又
は
安
定
を
失
う
お
そ
れ
の
あ
る
方
法
で

　
　

運
転
し
な
い
こ
と
。

　

五　

携
帯
電
話
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
通
話
し
、
若
し
く
は
操
作
し
、
又
は
画
像
表
示
用
装
置
に
表
示

　
　

さ
れ
た
画
像
を
注
視
し
て
運
転
し
な
い
こ
と
。

　

（
県
民
の
責
務
）

第
五
条　

県
民
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
学
校
、
地
域
等
に
お
け
る
自

　

転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
取
組
に
参
加
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

県
民
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力

　

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
事
業
者
の
責
務
）

第
六
条　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に

　

関
す
る
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促

　

進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
交
通
安
全
団
体
の
責
務
）

第
七
条　

交
通
安
全
団
体
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
活
動
を
積
極
的
に
推
進
す

　

る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協

　

力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
関
係
機
関
等
と
の
連
携
）

第
八
条　

県
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

　

国
、
市
町
村
、
事
業
者
及
び
交
通
安
全
団
体
と
の
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
二
章　

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
等

　

（
自
転
車
交
通
安
全
教
育
等
）

第
九
条　

県
は
、
県
民
が
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

　

交
通
安
全
教
育
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

県
は
、
事
業
者
、
交
通
安
全
団
体
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に

　

関
す
る
取
組
等
を
支
援
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３　

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が

　

で
き
る
よ
う
、
研
修
の
実
施
及
び
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

学
校
の
長
は
、
在
学
す
る
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
に
関
す
る

　

理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
交
通
安
全
教
育
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

　

と
す
る
。

５　

保
護
者
は
、
そ
の
監
護
す
る
未
成
年
者
に
対
し
、
自
転
車
を
安
全
で
適
正
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な

　

教
育
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
道
路
交
通
環
境
の
整
備
等
）

第
十
条　

県
は
、
国
、
市
町
村
及
び
交
通
安
全
団
体
そ
の
他
の
団
体
と
連
携
し
、
自
転
車
を
安
全
に
利
用
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
道
路
交
通
環
境
の
整
備
及
び
保
全
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
自
転
車
の
点
検
及
び
整
備
等
）
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第
十
一
条　

自
転
車
利
用
者
、
自
転
車
利
用
事
業
者
及
び
自
転
車
貸
付
事
業
者
は
、
そ
の
利
用
し
、
又
は
事

　

業
の
用
に
供
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
必
要
な
点
検
及
び
整
備
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

保
護
者
は
、
そ
の
監
護
す
る
未
成
年
者
が
利
用
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
必
要
な
点
検
及
び
整
備
を
行

　

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

自
転
車
小
売
等
事
業
者
は
、
自
転
車
を
販
売
し
、
又
は
整
備
す
る
と
き
は
、
当
該
自
転
車
を
購
入
し
、

　

又
は
整
備
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
自
転
車
購
入
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
自
転
車
の
点
検

　

及
び
整
備
の
必
要
性
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

自
転
車
利
用
者
は
、
そ
の
利
用
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
施
錠
等
盗
難
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

　

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
自
転
車
利
用
時
の
安
全
上
の
措
置
）

第
十
二
条　

自
転
車
利
用
者
は
、
自
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
利
用
す
る
自
転
車
の
種
類
、
時
間
帯
、

　

利
用
方
法
等
に
応
じ
、
反
射
材
及
び
交
通
事
故
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
器
具
の
使
用
そ
の
他
の
安
全

　

上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

自
転
車
を
利
用
し
て
通
学
す
る
児
童
、
生
徒
（
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
高
等
学
校
並

　

び
に
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
及
び
高
等
部
に
在
学
す
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
学

　

生
（
高
等
専
門
学
校
に
在
学
す
る
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
の
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同

　

じ
。
）
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

学
校
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
高
等
専
門
学
校
に
限

　

る
。
）
の
長
は
、
在
学
す
る
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
に
対
し
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
そ
の
他
の
安

　

全
上
の
措
置
に
関
す
る
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

保
護
者
は
、
そ
の
監
護
す
る
未
成
年
者
が
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
反
射
材
及
び
交
通
事
故
の
被

　

害
を
軽
減
す
る
た
め
の
器
具
の
使
用
そ
の
他
の
安
全
上
の
措
置
に
関
す
る
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

　

と
す
る
。

５　

高
齢
者
の
家
族
等
は
、
当
該
高
齢
者
が
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
反
射
材
及
び
交
通
事
故
の
被
害

　

を
軽
減
す
る
た
め
の
器
具
の
使
用
そ
の
他
の
安
全
上
の
措
置
に
関
す
る
助
言
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

　

す
る
。

　
　
　

第
三
章　

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
等

　

（
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
）

第
十
三
条　

自
転
車
利
用
者
（
未
成
年
者
を
除
く
。
）
は
、
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
に
係

　

る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
自
転
車
利
用
者
以
外

　

の
者
に
よ
り
、
当
該
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

　

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

保
護
者
は
、
そ
の
監
護
す
る
未
成
年
者
が
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
に
係
る
自
転
車
損

　

害
賠
償
責
任
保
険
等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
護
者
以
外
の
者
に
よ
り
、
当
該

　

利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

　

で
な
い
。

３　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
自
転
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害

　

賠
償
責
任
保
険
等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
者
以
外
の
者
に
よ
り
、
当
該
利

　

用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

　

な
い
。

４　

自
転
車
貸
付
事
業
者
は
、
そ
の
貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車
の
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任

　

保
険
等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
借
受
人
に
対
し
、
当
該
利
用
に
係
る
自
転
車
損

　

害
賠
償
責
任
保
険
等
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
確
認
等
）

第
十
四
条　

自
転
車
小
売
等
事
業
者
は
、
自
転
車
を
販
売
し
、
又
は
整
備
す
る
と
き
は
、
自
転
車
購
入
者
等

　

に
対
し
、
当
該
自
転
車
の
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
有
無
を
確
認
す
る
よ

　

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

自
転
車
小
売
等
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
よ
り
、
自
転
車
購
入
者
等
が
自
転
車
損
害
賠

　

償
責
任
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
自
転
車
購
入
者
等
に
対
し
、
自

　

転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
者
の
う
ち
に
通
勤
方
法
と
し
て
自
転
車
を
利
用
す
る
者
が
い
る
と
き
は
、
当
該

　

利
用
者
に
対
し
、
当
該
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
の
有
無
を
確
認
す
る
よ
う

　

努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

学
校
の
長
は
、
在
学
す
る
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
う
ち
に
通
学
方
法
と
し
て
自
転
車
を
利
用
す
る
者

　

が
い
る
と
き
は
、
当
該
利
用
者
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
利
用
に
係
る
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保

　

険
等
へ
の
加
入
の
有
無
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５　

第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に
関
す
る
情
報
提
供
）

第
十
五
条　

県
は
、
市
町
村
、
事
業
者
、
交
通
安
全
団
体
及
び
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
を
引
き
受
け

　

る
保
険
者
と
連
携
し
、
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
を
促
進
す
る
た
め
、
自
転
車
損
害
賠
償

　

責
任
保
険
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

事
業
者
は
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う

　

努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

学
校
の
長
は
、
在
学
す
る
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
自
転
車
損
害
賠
償
責
任



令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
報
号
外

五

（
条
例
）

　

保
険
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、

同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
五
十
号

　
　
　
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一

　

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
の
大
分
県
大
分
中
央
警
察
署
の
項
中
「
畑
中
五
丁
目
」
の
下
に
「
、
賀
来
新
川
一
丁
目
、
賀
来
新

　

川
二
丁
目
、
荏
隈
町
一
丁
目
、
荏
隈
町
二
丁
目
、
尼
が
瀬
一
丁
目
、
尼
が
瀬
二
丁
目
、
尼
が
瀬
三
丁
目
、

　

南
太
平
寺
一
丁
目
、
南
太
平
寺
二
丁
目
、
南
太
平
寺
三
丁
目
、
南
太
平
寺
四
丁
目
、
上
田
町
一
丁
目
、
上

　

田
町
二
丁
目
、
上
田
町
三
丁
目
、
羽
屋
新
町
一
丁
目
、
羽
屋
新
町
二
丁
目
、
羽
屋
新
町
三
丁
目
、
羽
屋
一

　

丁
目
、
羽
屋
二
丁
目
、
羽
屋
三
丁
目
、
羽
屋
四
丁
目
、
古
国
府
一
丁
目
、
古
国
府
二
丁
目
、
古
国
府
三
丁

　

目
、
古
国
府
四
丁
目
、
古
国
府
五
丁
目
、
古
国
府
六
丁
目
、
花
園
一
丁
目
、
花
園
二
丁
目
、
花
園
三
丁

　

目
、
広
瀬
町
一
丁
目
、
広
瀬
町
二
丁
目
」
を
加
え
、
「
、
大
字
豊
饒
」
を
削
り
、
同
表
の
大
分
県
大
分
南

　

警
察
署
の
項
中
「
田
尻
北
」
の
下
に
「
、
木
上
台
一
丁
目
、
木
上
台
二
丁
目
」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
婦
人
相
談
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
婦
人
相
談
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
四

　

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
中
「
大
分
市
大
字
荏
隈
字
栗
迫
四
百
九
十
八
番
地
」
を
「
大
分
市
荏
隈
町
二
丁
目
三
番
一
号
」

　

に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
婦
人
寮
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
婦
人
寮
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
五
号
）

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
中
「
大
分
市
大
字
荏
隈
字
栗
迫
四
百
九
十
八
番
地
」
を
「
大
分
市
荏
隈
町
二
丁
目
三
番
一
号
」

　

に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
の
高
等
学
校
の
部
の
大
分
県
立
大
分
雄
城
台
高
等
学
校
の
項
中
「
大
分
市
大
字
玉
澤
一
、
二
五
〇

　

番
地
」
を
「
大
分
市
大
字
玉
沢
一
、
二
五
〇
番
地
」
に
改
め
、
同
部
の
大
分
県
立
大
分
豊
府
高
等
学
校
の

　

項
中
「
大
分
市
大
字
羽
屋
六
〇
〇
番
地
一
」
を
「
大
分
市
花
園
三
丁
目
三
番
一
号
」
に
改
め
、
同
部
の
大

　

分
県
立
臼
杵
高
等
学
校
の
項
中
「
臼
杵
市
大
字
海
添
二
、
五
二
一
番
地
」
を
「
臼
杵
市
大
字
海
添
二
、
五

　

二
一
番
地
一
」
に
改
め
、
同
表
の
中
学
校
の
部
の
大
分
県
立
大
分
豊
府
中
学
校
の
項
中
「
大
分
市
大
字
羽

　

屋
六
〇
〇
番
地
一
」
を
「
大
分
市
花
園
三
丁
目
三
番
一
号
」
に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
中
「
大
分
市
大
字
古
国
府
」
を
「
大
分
市
花
園
二
丁
目
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
議
会
委
員
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
五
十
一
号

　
　
　

大
分
県
議
会
委
員
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
大
分
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　

る
。

　
　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
押
印
」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
記
様
式
中
「代

表
者
名　
　
　
　
　
　
㊞

」
を
「代

表
者
名　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）



令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

大
分
県
報
号
外

六

（
条
例
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
会
期
が
終
了
す
る
定
例
会
に
係
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後

　

の
大
分
県
議
会
委
員
会
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


